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提出先・問合せ先 

広島市役所 

財政局税務部固定資産税課 

償却資産係（本庁舎８階） 
 

  〒 ７３０-８５８６  

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号     

  電話 (０８２)５０４-２１２７（直通） 

※ 申告書は、最寄りの市税事務所家屋係・税務室（いずれも広島市の区役所に

所在）に提出していただくこともできます。 

※ 申告に関するお問い合わせは、償却資産係に御連絡ください。 

※ 広島市ホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/） 

「令和６年度償却資産申告について」も御利用ください。 
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Ⅰ 償却資産の申告について 

 １ 申告していただく方 

   事業（不動産業、製造業、卸小売業、建設業、金融保険業、運輸通信業、サービス業、リース業、そ

の他全ての事業）を営んでいる方で、広島市内に固定資産税の対象となる償却資産（事業用資産）を所

有している方は、地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日（賦課期日）現在の所有状況を広島

市に申告する義務があります。 

   なお、１月１日（賦課期日）現在、広島市内に償却資産を所有していない方は、広島市に申告する義

務はありませんが、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する方は、その旨を、電話等により御連絡いた

だくか、償却資産申告書の「18 備考」欄に記載の上、提出していただきますようお願いいたします。 

  ⑴ 廃業された方など、令和６年１月１日現在、事業を営んでいない方 

  ⑵ 新たに事業を始めた方などのうち、令和６年１月１日現在、広島市内に償却資産を所有していない

方 

  ⑶ 所有していた償却資産を売却・滅失・移動するなどして、令和６年１月１日現在、広島市内に償却

資産を所有していない方 
 
 ２ 申告していただく資産及び提出書類 

   次の区分により、償却資産申告書等を作成し提出してください。 

また、記載に当たっては、９ページから１４ページまでの記載例を御覧ください。 

申告区分 申告していただく方 申告していただく資産 提出書類 

全 資 産 

申  告 

① 令和５年１月２日以降に

事業を開始又は事業所を開

設された方など初めて申告

される方 

② 電算処理により全資産申

告を行われる方 

令和６年１月１日現在、所有

されている全ての資産 

 
・償却資産申告書 

・種類別明細書 

（全資産用） 

１枚目(提出用)を提出

してください。 

増減資産 

申  告 

令和５年度の申告をされた方

（上記②を除く。） 

令和５年１月２日から令和６

年１月１日までの間に増加又

は減少した資産 

 

・償却資産申告書 

・種類別明細書※ 

（増加資産用） 

（減少資産用） 

１枚目(提出用)を提出

してください。 

※ 増減資産申告をされる方で資産の増加又は減少がない場合は、種類別明細書の提出は必要ありま

せん。この場合は、償却資産申告書の「18 備考」欄に「増減なし」と記載して提出してください。 

※ 申告書等の様式は、広島市ホームページ「令和６年度償却資産申告について」からもダウンロー 

ドできます。 
 

 ３ 提出期限 

   令和６年１月３１日（水）です。 
 

 ４ 提出先 

   償却資産申告書は、資産が所在する区ごとに作成して、広島市役所固定資産税課償却資産係に提出し

てください（最寄りの市税事務所家屋係・税務室に提出していただくこともできます。）。 

窓口の混雑緩和のため、郵送での提出に御協力ください。送付先につきましては、表紙を御覧くださ

い。 

なお、申告書を郵送で提出される方で受付印を押印した控用の申告書の返送を希望される場合は、控

用の申告書と切手を貼った返送用の封筒を同封してください。切手を貼った返送用の封筒がない場合は、

返送することができませんので、あらかじめ御了承ください。 


